
令和７年度福島県公債管理特別会計予算

　　　令和７年度福島県公債管理特別会計予算

　令和７年度福島県公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ83,473,719千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。



令和７年度福島県公債管理特別会計予算

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　　　　　入

（単位千円）

款 項 金 額

１　財 産 収 入 380,518

１　財 産 運 用 収 入 380,518

２　繰 入 金 47,493,201

１　一 般 会 計 繰 入 金 21,212,683

２　基 金 繰 入 金 26,280,518

３　県 債 35,600,000

１　県 債 35,600,000

歳 入 合 計 83,473,719



　　　歳 出

（単位千円）

款 項 金 額

１　公 債 費 83,473,719

１　公 債 費 83,473,719

歳 出 合 計 83,473,719



令和７年度福島県土地取得事業特別会計予算

　　　令和７年度福島県土地取得事業特別会計予算

　令和７年度福島県土地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,303,870千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。



令和７年度福島県土地取得事業特別会計予算

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

　　　歳 入

（単位千円）

款 項 金 額

１　財 産 収 入 1,653,869

１　財 産 運 用 収 入 3,869

２　財 産 売 払 収 入 1,650,000

２　繰 入 金 1,650,000

１　基 金 繰 入 金 1,650,000

３　繰 越 金 1

１　繰 越 金 1

歳 入 合 計 3,303,870



　　　歳 出

（単位千円）

款 項 金 額

１　基 金 管 理 費 3,870

１　基 金 管 理 費 3,870

２　土 地 取 得 事 業 費 1,650,000

１　公 共 用 地 取 得 事 業 費 1,650,000

３　繰 出 金 1,650,000

１　基 金 繰 出 金 1,650,000

歳 出 合 計 3,303,870



令和７年度福島県国民健康保険特別会計予算

　　　令和７年度福島県国民健康保険特別会計予算

　令和７年度福島県国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ170,692,133千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。



令和７年度福島県国民健康保険特別会計予算

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

　　　歳 入

（単位千円）

款 項 金 額

１　分 担 金 及 び 負 担 金 44,867,199

１　負 担 金 44,867,199

２　国 庫 支 出 金 48,597,150

１　国 庫 負 担 金 27,541,901

２　国 庫 補 助 金 21,055,249

４　前 期 高 齢 者 交 付 金 59,692,993

１　前 期 高 齢 者 交 付 金 59,692,993

５　共 同 事 業 交 付 金 322,868

１　共 同 事 業 交 付 金 322,868

６　財 産 収 入 8,412

１　財 産 運 用 収 入 8,412

７　繰 入 金 15,540,521

１　一 般 会 計 繰 入 金 11,060,521



款 項 金 額

２　基 金 繰 入 金 4,480,000

８　繰 越 金 1,460,432

１　繰 越 金 1,460,432

９　諸 収 入 202,558

４　雑 入 202,558

歳 入 合 計 170,692,133



令和７年度福島県国民健康保険特別会計予算

　　　歳 出

（単位千円）

款 項 金 額

１　総 務 費 98,506

１　総 務 管 理 費 84,224

２　運 営 協 議 会 費 493

３　保 険 者 機 能 強 化 事 業 費 13,789

２　保 険 給 付 費 等 交 付 金 132,523,796

１　保 険 給 付 費 等 交 付 金 132,523,796

３　後 期 高 齢 者 支 援 金 等 26,865,740

１　後 期 高 齢 者 支 援 金 等 26,865,740

４　前 期 高 齢 者 納 付 金 等 138,769

１　前 期 高 齢 者 納 付 金 等 138,769

５　介 護 納 付 金 7,643,082

１　介 護 納 付 金 7,643,082

６　病 床 転 換 支 援 金 等 549

１　病 床 転 換 支 援 金 等 549



款 項 金 額

７　共 同 事 業 拠 出 金 396,266

１　共 同 事 業 拠 出 金 396,266

８　財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 180,000

１　財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 180,000

９　保 健 事 業 費 174,293

１　保 健 事 業 費 174,293

10　基 金 積 立 金 8,412

１　基 金 積 立 金 8,412

12　諸 支 出 金 1,662,720

１　償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1,662,720

14　予 備 費 1,000,000

１　予 備 費 1,000,000

歳 出 合 計 170,692,133



令和７年度福島県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

　　　令和７年度福島県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

　令和７年度福島県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ119,103千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。



令和７年度福島県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

　　　歳 入

（単位千円）

款 項 金 額

１　繰 入 金 5,220

１　一 般 会 計 繰 入 金 5,220

２　繰 越 金 62,559

１　繰 越 金 62,559

３　諸 収 入 51,324

１　預 金 利 子 1

２　貸 付 金 元 利 収 入 51,206

３　雑 入 117

歳 入 合 計 119,103



　　　歳 出

（単位千円）

款 項 金 額

１　母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費 119,103

１　母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費 119,103

歳 出 合 計 119,103



令和７年度福島県小規模企業者等設備導入資金貸付金等特別会計予算

　　　令和７年度福島県小規模企業者等設備導入資金貸付金等特別会計予算

　令和７年度福島県小規模企業者等設備導入資金貸付金等特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ608,056千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。



令和７年度福島県小規模企業者等設備導入資金貸付金等特別会計予算

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

　　　歳 入

（単位千円）

款 項 金 額

２　繰 越 金 5,636

１　繰 越 金 5,636

３　諸 収 入 602,420

２　貸 付 金 元 利 収 入 602,420

歳 入 合 計 608,056



　　　歳 出

（単位千円）

款 項 金 額

１　中 小 企 業 高 度 化 資 金 貸 付 事 業 費 602,420

１　中 小 企 業 高 度 化 資 金 貸 付 事 業 費 602,420

２　小規模企業者等設備導入資金貸付事業費 5,636

１　小規模企業者等設備導入資金貸付事業費 5,636

歳 出 合 計 608,056



　　　　　　　令和７年度福島県就農支援資金等貸付金特別会計予算

　　　令和７年度福島県就農支援資金等貸付金特別会計予算

　令和７年度福島県就農支援資金等貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,587千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。



　　　　　　　令和７年度福島県就農支援資金等貸付金特別会計予算

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　　　　　入

（単位千円）

款 項 金 額

１　貸 付 勘 定 収 入 244

１　繰 入 金 3

２　繰 越 金 160

３　諸 収 入 81

２　業 務 勘 定 収 入 1,343

２　繰 越 金 153

３　諸 収 入 1,190

歳 入 合 計 1,587



　　　歳 出

（単位千円）

款 項 金 額

１　農 業 改 良 資 金 1,587

１　貸 付 勘 定 244

２　業 務 勘 定 1,343

歳 出 合 計 1,587



令和７年度福島県林業・木材産業改善資金貸付金特別会計予算

　　　令和７年度福島県林業・木材産業改善資金貸付金特別会計予算

　令和７年度福島県林業・木材産業改善資金貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ145,410千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。



令和７年度福島県林業・木材産業改善資金貸付金特別会計予算

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

　　　歳 入

（単位千円）

款 項 金 額

１　貸 付 勘 定 収 入 142,856

１　繰 越 金 130,799

２　諸 収 入 12,057

２　業 務 勘 定 収 入 2,554

１　繰 入 金 560

２　繰 越 金 1,992

３　諸 収 入 2

歳 入 合 計 145,410



　　　歳 出

（単位千円）

款 項 金 額

１　林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 145,410

１　貸 付 勘 定 142,856

２　業 務 勘 定 2,554

歳 出 合 計 145,410



令和７年度福島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算

　　　令和７年度福島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算

　令和７年度福島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ79,912千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。



令和７年度福島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

　　　歳 入

（単位千円）

款 項 金 額

１　貸 付 勘 定 収 入 79,000

１　繰 入 金 1

２　繰 越 金 78,999

２　業 務 勘 定 収 入 912

１　繰 入 金 210

２　繰 越 金 700

３　諸 収 入 2

歳 入 合 計 79,912



　　　歳 出

（単位千円）

款 項 金 額

１　沿 岸 漁 業 改 善 資 金 79,912

１　貸 付 勘 定 79,000

２　業 務 勘 定 912

歳 出 合 計 79,912



　　　　　　　令和７年度福島県港湾整備事業特別会計予算

　　　令和７年度福島県港湾整備事業特別会計予算

　令和７年度福島県港湾整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,754,988千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第�２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

「第２表　債務負担行為」による。

　（地方債）

第�３条　地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方

法は、「第３表　地方債」による。



令和７年度福島県港湾整備事業特別会計予算

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

　　　歳 入

（単位千円）

款 項 金 額

１　分 担 金 及 び 負 担 金 2

１　負 担 金 2

２　使 用 料 及 び 手 数 料 563,924

１　使 用 料 563,924

３　財 　 産 　 収 　 入 859,514

１　財 産 売 払 収 入 1

２　財 産 運 用 収 入 859,513

４　繰 入 金 1,743,574

１　一 般 会 計 繰 入 金 1,743,574

５　繰 越 金 1

１　繰 越 金 1

６　諸 収 入 273

１　雑 入 273



款 項 金 額

７　県 債 587,700

１　県 債 587,700

歳 入 合 計 3,754,988



令和７年度福島県港湾整備事業特別会計予算

　　　歳 出

（単位千円）

款 項 金 額

１　小 名 浜 港 港 湾 整 備 事 業 費 2,845,629

１　ふ 頭 埋 立 造 成 費 1,720,228

２　荷 役 機 械 整 備 費 1,033,848

３　上 屋 管 理 運 営 費 37,811

４　港 湾 施 設 管 理 運 営 費 53,742

２　相 馬 港 港 湾 整 備 事 業 費 877,789

１　ふ 頭 埋 立 造 成 費 841,901

２　上 屋 管 理 運 営 費 16,950

３　港 湾 施 設 管 理 運 営 費 5,312

４　荷 役 機 械 整 備 費 13,626

３　中 之 作 港 港 湾 整 備 事 業 費 1,570

１　ふ 頭 埋 立 造 成 費 1,570

４　翁 島 港 港 湾 整 備 事 業 費 30,000

３　港 湾 施 設 管 理 運 営 費 30,000



款 項 金 額

　　　　歳 出 合 計　　　　 3,754,988



令和７年度福島県港湾整備事業特別会計予算

第　２　表　　債　務　負　担　行　為
（単位千円）

事 項 期 間 限 度 額

ふ頭埋立造成費（小名浜港マリーナ） 令 和 ８ 年 度 550,000

荷役機械管理運営費（小名浜港） 令 和 ８ 年 度 53,900



令和７年度福島県港湾整備事業特別会計予算

第　３　表　　地　　　　方　　　　債
（単位千円）

起 債 の 目 的　 　限 度 額　 　　起 債 の 方 法　　 利　　率 　　償 還 の 方 法　　

ふ 頭 埋 立 造 成 費
（ 小 名 浜 港 港 湾 整 備 事 業 費 ） 314,900 １　借　入　方　法

　　普通貸借又は債券発行
　　債券の発行価格は、知事が定める。
２　借　入　資　金
　　政府資金その他

年10％以内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金につい
て、利率の
見直しを行
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率）

起債日から35年以内（据置期間を含む。）の
期間において資金の融通条件及び知事の定め
るところにより償還する。ただし、県財政の
都合により繰上償還をし、償還年限を短縮し、
又は借換えをすることができるものとする。

荷 役 機 械 建 造 費
（ 小 名 浜 港 港 湾 整 備 事 業 費 ） 62,900

災 害 復 旧 費
（ 相 馬 港 港 湾 整 備 事 業 費 ） 209,900

計 587,700



令和７年度福島県証紙収入整理特別会計予算

　　　令和７年度福島県証紙収入整理特別会計予算

　令和７年度福島県証紙収入整理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,619,720千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。



令和７年度福島県証紙収入整理特別会計予算

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

　　　歳 入

（単位千円）

款 項 金 額

１　証 紙 収 入 2,582,204

１　証 紙 収 入 2,582,204

２　繰 越 金 37,515

１　繰 越 金 37,515

３　諸 収 入 1

１　雑 入 1

歳 入 合 計 2,619,720



　　　歳 出

（単位千円）

款 項 金 額

１　繰 出 金 2,584,557

１　一 般 会 計 繰 出 金 2,584,557

２　諸 支 出 金 5,163

１　証 紙 買 戻 金 5,163

３　予 備 費 30,000

１　予 備 費 30,000

歳 出 合 計 2,619,720
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　　　令和７年度福島県奨学資金貸付金特別会計予算

　令和７年度福島県奨学資金貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ382,230千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。
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第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

　　　歳 入

（単位千円）

款 項 金 額

２　財 産 収 入 2,792

１　財 産 運 用 収 入 2,792

３　繰 入 金 138,493

１　一 般 会 計 繰 入 金 81,128

２　基 金 繰 入 金 57,365

４　繰 越 金 4

１　繰 越 金 4

５　諸 収 入 240,941

１　預 金 利 子 1

２　貸 付 金 元 利 収 入 240,851

３　雑 入 89

歳 入 合 計 382,230



　　　歳 出

（単位千円）

款 項 金 額

１　奨 学 資 金 貸 付 事 業 費 382,230

１　奨 学 資 金 貸 付 事 業 費 382,230

歳 出 合 計 382,230
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　　　令和７年度福島県流域下水道事業会計予算

　（総　則）

第１条　令和７年度福島県流域下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

⑴　年間総処理水量� 58,506,418立方メートル

⑵　一日平均処理水量� 160,292立方メートル

⑶　流域関連市町村数� 13市町村

　（収益的収入及び支出）

第�３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業費用中の管渠費9,900千円、資産減耗費9,900千円の財

源に充てるため、企業債19,800千円を借り入れる。

　収　　　入

　　第１款　流域下水道事業収益� 9,084,353千円

　　　第１項　営　業　収　益� 4,619,733千円

　　　第２項　営 業 外 収 益� 4,144,709千円

　　　第３項　特　別　利　益� 319,911千円

　支　　　出

　　第１款　流域下水道事業費用� 9,104,616千円



　　　第１項　営　業　費　用� 8,591,548千円

　　　第２項　営 業 外 費 用� 193,157千円

　　　第３項　特　別　損　失� 319,911千円

　（資本的収入及び支出）

第�４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額883千円は、過年度

分損益勘定留保資金883千円で補塡するものとする。）。

　収　　　入

　　第１款　資 本 的 収 入� 2,837,216千円

　　　第１項　企　　業　　債� 460,800千円

　　　第２項　補　　助　　金� 764,600千円

　　　第３項　繰　　入　　金� 904,562千円

　　　第４項　負　　担　　金� 707,254千円

　支　　　出

　　第１款　資 本 的 支 出� 2,838,099千円

　　　第１項　建 設 改 良 費� 1,626,260千円

　　　第２項　固定資産購入費� 2,200千円

　　　第３項　企 業 債 償 還 金� 1,209,637千円

　　　第４項　国庫補助金返還金� 1千円

　　　第５項　還付金及び返納金� 1千円
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　（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事　　　項　　　　　　　　　　　　　　 　期　　間 　　限 度 額

流域下水道（県北及び県中処理区）維持管
理業務の委託

令和７年度から
令和８年度まで

1,615,000千円

流域下水道（二本松及び田村処理区）維持
管理業務の委託

令和７年度から
令和10年度まで

204,000千円

水管橋撤去業務（県北処理区） 令 和 ８ 年 度 100,000千円

流域下水道整備工事（県北処理区） 令 和 ８ 年 度 432,000千円

流域下水道整備工事（県中処理区） 令 和 ８ 年 度 86,000千円

　（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利　　率 償　還　の　方　法

建 設 改 良 費 460,800千円 １　借入方法　�普通貸借又は債
券発行
�債券の発行価格
は、知事が定め
る。

２　借入資金　政府資金その他

年10％以内
（ た だ し 、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金につい
て、利率の
見直しを行
った後にお
いては、当

起債日から30年以内（据置期間を含
む。）の期間において資金の融通条
件及び知事の定めるところにより償
還する。ただし、事業会計の都合に
より繰上償還をし、償還年限を短縮
し、又は借換えをすることができる
ものとする。



該見直し後
の利率）

管 渠 費 9,900千円 　　　同 上　　　 同　　上 　　　同 上　　　

資 産 減 耗 費 9,900千円 １　借入方法　�普通貸借又は債
券発行
�債券の発行価格
は、知事が定め
る。

２　借入資金　政府資金その他

年10％以内
（ た だ し 、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金につい
て、利率の
見直しを行
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率）

起債日から10年以内（据置期間を含
む。）の期間において資金の融通条
件及び知事の定めるところにより償
還する。ただし、事業会計の都合に
より繰上償還をし、償還年限を短縮
し、又は借換えをすることができる
ものとする。

　（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、1,600,000千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

⑴ 営業費用、営業外費用及び特別損失との間

⑵ 建設改良費と固定資産購入費との間

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第�９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額



令和７年度福島県流域下水道事業会計予算

に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　職 員 給 与 費� 218,801千円



　　　　　　　令和７年度福島県工業用水道事業会計予算

　　　令和７年度福島県工業用水道事業会計予算

　（総　則）

第１条　令和７年度福島県工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

⑴ 給　水　件　数� 64件

⑵ 年 間 総 給 水 量� 321,089 ,040立方メートル

⑶ 一日平均給水量� 879,696立方メートル

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　収　　　入

　　第１款　工業用水道事業収益� 3,071,025千円

　　　第１項　営　業　収　益� 2,778,009千円

　　　第２項　営 業 外 収 益� 246,441千円

　　　第３項　特　別　利　益� 46,575千円

　支　　　出

　　第１款　工業用水道事業費用� 2,822,966千円

　　　第１項　営　業　費　用� 2,724,679千円



　　　第２項　営 業 外 費 用� 97,502千円

　　　第３項　特　別　損　失� 785千円

　（資本的収入及び支出）

第�４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,330 ,827千円は、

過年度分損益勘定留保資金1,330,827千円で補塡するものとする。）。

　収　　　入

　　第１款　資 本 的 収 入� 940,007千円

　　　第１項　企　　業　　債� 940,000千円

　　　第２項　国 庫 支 出 金� 1千円

　　　第５項　工 事 負 担 金� 2千円

　　　第６項　固定資産売却代金� 2千円

　　　第７項　雑　　収　　入� 2千円

　支　　　出

　　第１款　資 本 的 支 出� 2,270,834千円

　　　第１項　建 設 改 良 費� 1,413,003千円

　　　第２項　企業債等償還金� 857,830千円

　　　第３項　国庫補助金等精算金� 1千円

　（継続費）

第５条　継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。



　　　　　　　令和７年度福島県工業用水道事業会計予算

款 項 事　　　業　　　名 総　　　額 年　　度 年　割　額

１　資本的支出 １　建設改良費 沼部堰改築工事（本体２） 2,080,000千円 令和７年度 225,000千円

（勿来工業用水道） 令和８年度 400,000千円

令和９年度 655,000千円

令和10年度 800,000千円

　（債務負担行為）

第６条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事　　　項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　期　　間 　　限 度 額

いわき事業所給水業務費 令和８年度から
令和９年度まで

269,192千円

工業用水道施設改良費（泉浄水場基本計画策定業務委託） 令和８年度 120,100千円

工業用水道施設改良費（相馬工業用水道量水器更新事業） 令和８年度 3,700千円

　（企業債）

第７条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利　　率 償　還　の　方　法

工業用水道建設改良
費

940,000千円 １　借入方法　�普通貸借又は債
券発行
�債券の発行価格
は、知事が定め
る。

２　借入資金　政府資金その他

年10％以内
（ た だ し 、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金につい
て、利率の

起債日から30年以内（据置期間を含
む。）の期間において資金の融通条
件及び知事の定めるところにより償
還する。ただし、事業会計の都合に
より繰上償還をし、償還年限を短縮
し、又は借換えをすることができる
ものとする。



見直しを行�
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率）

　（一時借入金）

第８条　一時借入金の限度額は、600,000千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第９条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　営業費用と営業外費用との間

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第�10条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額

に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　⑴　職 員 給 与 費� 298,894千円

　⑵　交　　際　　費� 200千円

　⑶　児　童　手　当� 2,395千円

　（たな卸資産の購入限度額）

第11条　たな卸資産の購入限度額は、30,000千円と定める。
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　　　令和７年度福島県立病院事業会計予算

　（総　則）

第１条　令和７年度福島県立病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

　⑴　病　　床　　数� 445床

　　　一　般　病　床� 293床

　　　精　神　病　床� 148床

　　　感 染 症 病 床� 4床

⑵　患　　者　　数

　　　入　院　患　者 年 間 患 者 数� 49,808人　

１日平均患者数� 137人　

　　　外　来　患　者 年 間 患 者 数� �101,979人　

１日平均患者数� 421人　

⑶ 建 設 改 良 事 業 1,496,047千円

既 設 病 院 整 備 40,120千円

資　産　購　入 471,841千円

　　　雑　　支　　出� 1千円



　　　県立病院新改築事業� 984,085千円

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　収　　　入

　　第１款　病 院 事 業 収 益� 8,867,332千円

　　　第１項　医　業　収　益� 2,915,323千円

　　　第２項　医 業 外 収 益� 5,952,006千円

　　　第３項　特　別　利　益� 3千円

　支　　　出

　　第１款　病 院 事 業 費 用� 8,894,839千円

　　　第１項　医　業　費　用� 8,729,441千円

　　　第２項　医 業 外 費 用� 152,936千円

　　　第３項　特　別　損　失� 12,462千円

　（資本的収入及び支出）

第�４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額14,000千円は、過

年度分損益勘定留保資金14,000千円で補塡するものとする。）。

　収　　　入

　　第１款　資 本 的 収 入� 2,243,805千円

　　　第１項　企　　業　　債� 459,000千円
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　　　第２項　負　　担　　金� 759,261千円

　　　第３項　補　　助　　金� 982,097千円

　　　第４項　県立病院施設整備基金繰入金� 30,949千円

　　　第５項　雑　　収　　入� 12,498千円

　支　　　出

　　第１款　資 本 的 支 出� 2,257,805千円

　　　第１項　建 設 改 良 費� 1,496,047千円

　　　第２項　企 業 債 償 還 金� 749,261千円

　　　第３項　県立病院施設整備基金積立金� 12,497千円

　（継続費）

第５条　継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款 項 事　　　業　　　名 総　　　額 年　　度 年　割　額

１　資本的支出 １　建設改良費 宮下病院整備事業 240,000千円 令和７年度 96,000千円

令和８年度 144,000千円

１　資本的支出 １　建設改良費 双葉地域における中核的病院整 2,147,454千円 令和７年度 808,100千円

備事業 令和８年度 985,428千円

令和９年度 353,926千円

　（債務負担行為）

第６条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。



事　　　項 期 間 限 度 額

ＳＰＤ導入事業 令和８年度から令和９年度まで 55,678千円

こころの杜事業用公用車リース 令和８年度から令和11年度まで 10,400千円

宮下病院患者送迎用公用車リース 令和８年度から令和12年度まで 3,963千円

南会津病院訪問看護事業等用公用車リース 令和８年度から令和11年度まで 2,640千円

ふたば復興診療所医師送迎用公用車リース 令和８年度から令和10年度まで 3,678千円

　（企業債）

第７条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利　　率 償　還　の　方　法

既 設 病 院 整 備 費 5,100千円 １　借入方法　�普通貸借又は債
�券発行
�債券の発行価格
�は、知事が定め
る。

２　借入資金　政府資金その他

年10％以内
（ た だ し 、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金につい
て、利率の
見直しを行
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率）

起債日から30年以内（据置期間を含
む。）の期間において資金の融通条
件及び知事の定めるところにより償
還する。ただし、事業会計の都合に
より繰上償還をし、償還年限を短縮
し、又は借換えをすることができる
ものとする。

資 産 購 入 費 370,000千円� 　　　同 上　　　 同　　上 　　　同 上　　　

県 立 病 院 83,900千円 　　　同 上　　　 同　　上 　　　同 上　　　
新 改 築 事 業 費



令和７年度福島県立病院事業会計予算

　（一時借入金）

第８条　一時借入金の限度額は、2,850,000千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第９条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　医業費用と医業外費用との間

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第�10条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額

に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　⑴　職 員 給 与 費� 4,482,566千円

　⑵　交　　際　　費� 843千円

　（他会計からの補助金）

第�11条　共済組合追加費用、統轄管理経費、基礎年金拠出金公的負担経費、児童手当経費、経営改革支援経費、退職手当対応経費、

県立病院改革プラン実行経費に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、777,654千円である。

　（たな卸資産購入限度額）

第12条　たな卸資産購入限度額は、578,006千円と定める。
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